
○藤崎町子ども医療費給付条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、藤崎町子ども医療費給付条例(平成24年藤崎町条例第1号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請書は、子ども医療費受給資格証交付(更

新)申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は

組合員証の写し

(2) 乳幼児の受給資格証の交付申請にあっては、申請者の前年分(1月から6月ま

での申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(受給資格証の交付等)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要

件を審査し、その結果を子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は子ど

も医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者

に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は、藤崎町子ども医療費受給資格証(様式第4号)と

する。

3 条例第5条第1項の受給資格証の有効期限は、次のとおりとする。

(受給資格証の更新等)

第5条 受給資格者は、給付対象者が1歳、2歳、3歳、4歳、5歳及び6歳に達したと

(平成24年5月1日規則第21号)
改正 平成24年6月29日規則第27号 平成25年3月14日規則第4号

平成28年3月16日規則第2号 平成28年5月31日規則第19号

平成31年2月1日規則第1号 令和3年12月23日規則第20号

年齢等 有効期限

乳児
1歳に達した日の属するの
月の末日まで

幼児

1歳児
2歳に達した日の属する月
の末日まで

2歳児
3歳に達した日の属する月
の末日まで

3歳児
4歳に達した日の属する月
の末日まで

4歳児
5歳に達した日の属する月
の末日まで

5歳児
6歳に達した日の属する月
の末日まで

6歳児
6歳に達した日以降におけ
る最初の3月31日

児童
15歳に達した日以降にお
ける最初の3月31日



き又は小学校に就学する年の3月に、子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(様

式第1号)により町長に更新申請しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受給資格証

(2) その他町長が必要と認める書類

3 第4条の規定は、第1項の申請書を受理した場合の手続について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、子ど

も医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を

申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交

付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければな

らない。

3 町長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするも

のとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を

発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならな

い。

(子ども医療費の給付申請)

第7条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により子ども医療費の給付を受けよ

うとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して4

月以内に、子ども医療費給付申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書

を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員

証を提示しなければならない。

(子ども医療費の給付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給

付要件を審査した結果、子ども医療費を給付することが適当と認めたときは、子

ども医療費給付決定通知書(様式第7号)又は不適当と認めたときは、子ども医療

費給付申請却下通知書(様式第8号)により受給資格者に通知するものとする。

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第9条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書に

より、高額療養費の給付の対象となる子どもの保護者に高額療養費給付申請書

(様式第9号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第10号)2部を添えて保険者

に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対

して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額

を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額

療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯

主等に高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第9

号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である町長



に支払うものである。

(受給資格の変更等の届出)

第10条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、子ども医

療費受給資格変更(消滅)届(様式第11号)に受給資格証を添えて行わなければなら

ない。

(損害賠償の届出)

第11条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた

場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第12号)により行わなければならない。

(子ども医療費の返還)

第12条 町長は、条例第9条又は第10条の規定により子ども医療費を返還をさせよ

うとするときは、子ども医療費返還通知書(様式第13号)により、受給資格者又は

偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者に対しその旨を通知

するものとする。

(添付書類の省略)

第13条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等

(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認することができるときは、当

該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、医療費の給付については、平成24年6月1日以

後に受けた医療の給付について適用する。

附 則(平成24年6月29日規則第27号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成25年3月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の藤崎町子ども医療費給付条例施行規則の規定は、前項

に規定する日以後の医療費の給付について適用し、同日前の医療費の給付につい

ては、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日（平成28年4月

１日）から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続で

あってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行

前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によ

る。

附 則(平成28年5月31日規則第19号)



(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤崎町子ども医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日

(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に

受けた医療の給付については、なお従前の例による。

附 則(平成31年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年12月23日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(藤崎町乳幼児医療費給付条例施行規則の廃止)

2 藤崎町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成17年藤崎町規則第70号)は、廃止す

る。

(経過措置)

3 改正後の藤崎町子ども医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日

(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に

受けた医療の給付については、なお従前の例による。

様式第1号(第3条、第5条関係) 
子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書

[別紙参照]

様式第2号(第4条関係) 
子ども医療費受給資格認定通知書

[別紙参照]

様式第3号(第4条関係) 
子ども医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書

[別紙参照]

様式第4号(第4条関係) 
藤崎町子ども医療費受給資格証

[別紙参照]

様式第5号(第6条関係) 
子ども医療費受給資格証再交付申請書

[別紙参照]

様式第6号(第7条関係) 
子ども医療費給付申請書

[別紙参照]

様式第7号(第8条関係) 
子ども医療費給付決定通知書



[別紙参照]

様式第8号(第8条関係) 
子ども医療費給付申請却下通知書

[別紙参照]

様式第9号(第9条関係) 
高額療養費給付申請書

[別紙参照]

様式第9号の2(第9条関係) 
委任状

[別紙参照]

様式第10号(第9条関係) 
高額療養費給付額調書

[別紙参照]

様式第11号(第10条関係) 
子ども医療費受給資格変更(消滅)届

[別紙参照]

様式第12号(第11条関係) 
損害賠償受給報告書

[別紙参照]

様式第13号(第12条関係) 
子ども医療費返還通知書

[別紙参照]


